
1 

公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
現
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
二
号
） 

１ 

現
業
職
給
料
表
に
つ
い
て
、
初
任
給
を
中
心
と
し
た
若
年
層
を
除
き
、
給
料
月
額
を
改

定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
別
表
第
一
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

３ 

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。 

 


